
 

《改正の趣旨》

地域再生法に基づき実施している本社機能の移転・拡充を誘引するための事業者への固定資産税の税制優遇制度について、さらなる利活用を図る観

点から不均一課税を課税免除とする改正等を行うもの。

小松島市地方活力向上地域内における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成30年小松島市条例第27号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 備考

小松島市地方活力向上地域内における固定資産税の不均

一課税に関する条例

小松島市地方活力向上地域内における固定資産税の課税

免除  に関する条例

改正

(趣旨) (趣旨) 

第1条 この条例は，地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項
の規定に基づき，地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」

という。)第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域内にお

いて，地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平
成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第1号に規

定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し，

又は増設した者に対する固定資産税の不均一課税について必要

な事項を定めるものとする。

第1条 この条例は，地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項
の規定に基づき，地域再生法(平成17年法律第24号。 

    )第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域内にお

いて，地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平
成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第1号に規

定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し，

又は増設した者に対する固定資産税の課税免除  について必要

な事項を定めるものとする。

改正

削る

改正

(固定資産税の不均一課税) (固定資産税の課税免除  ) 改正

第2条 平成30年7月10日から平成32年3月31日までの間に，法第1
7条の2第3項の規定に基づき，徳島県知事から同条第1項に規定

する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務

第2条 省令第2条第2号に規定する特別償却設備設置者 改正
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施設整備計画」という。)の認定を受けた同条第4項に規定する認

定事業者であって，当該認定を受けた日から同日の翌日以後2年
を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定

を取り消されたときは，その取り消された日の前日まで)の間に，

当該特定業務施設整備計画に従って特別償却設備を新設し，又

は増設した者について，当該特別償却設備である家屋又は構築

物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(平
成30年7月10日以後に取得したものに限り，かつ，土地について

は，その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地

とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における

当該土地に限る。以下「特別償却設備等」という。)に対して課

する固定資産税の税率は，新たに

     固定資産税が課されることとなった年度(以下「基準年度」

という。)から3年度分の固定資産税に限り，小松島市市税賦課徴

収条例(昭和25年小松島市条例第133号)第62条の規定にかかわ

らず，同条に規定する税率に，次の表の左欄に掲げる特別償却

設備等の区分に応じ，同表の中欄に掲げる年度ごとにそれぞれ

同表の右欄に定める率を乗じて得た率とする。

について，当該特別償却設備である家屋又は構築

物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(平
成30年7月10日以後に取得したものに限り，かつ，土地について

は，その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地

とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における

当該土地に限る。                              )に対して課

する固定資産税      は，当該事業所が操業を開始した日以後

最初に固定資産税を課すべきこととなる  年度

 から3年度分            に限り，課税を免除する

。

削る

削る・改正 
改正

削る・改正 

特別償却設備等の区分 年度 率

法第17条の2第1項第1号に

掲げる事業に係る特別償却

設備等

基準年度 0 
基準年度の翌年度 4分の1 
基準年度の翌々年度 2分の1 

法第17条の2第1項第2号に 基準年度 0 

削る
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掲げる事業に係る特別償却

設備等

基準年度の翌年度 3分の1 
基準年度の翌々年度 3分の2 

(申請) (申請) 

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は，基準年度 
     の初日の属する年の1月31日(土地については，同

日又は当該土地をその敷地とする特別償却設備である家屋又は

構築物の建設の着手があった日の属する月の翌月の末日のいず

れか遅い日)までに，規則で定める事項を記載した申請書に，市

長が必要と認める書類を添えて，市長に提出しなければならな

い。申請事項に変更があったときも，同様とする。

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は，適用を受けよう

とする各年度の初日の属する年の1月31日  

までに，規則で定める事項を記載した申請書に，市

長が必要と認める書類を添えて，市長に提出しなければならな

い。申請事項に変更があったときも，同様とする。

改正

削る

附 則 附 則

(施行期日等) 削る

1 この条例は，公布の日から施行し，平成31年度以後の年度分の

固定資産税について適用する。

この条例は，公布の日から施行し，平成31年度以後の年度分の

固定資産税について適用する。

削る

(この条例の失効) 
2 この条例は，平成34年3月31日限り，その効力を失う。ただし，

同日までに第2条の規定により特別償却設備を新設し，又は増設

した者に係るこの条例の規定については，同日後もなおその効

力を有する。

削る
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